
  

教 育 民 生 委 員 協 議 会 記 録 

開 会 年 月 日 平成 26 年 12 月 12 日 

開 会 時 刻 午前 10 時 43 分 

閉 会 時 刻 午前 10 時 49 分 

出 席 委 員 名 

 

◎中村豊治  ○上田修一  楠木宏彦  鈴木豊司  

吉井詩子   福井輝夫  藤原清史  工村一三 

中山裕司 

  

 小山敏 議長 

欠 席 委 員 名 なし 

署 名 者   なし 

担  当  書  記 中川浩良 

 

 

 

 

協 議 案 件 

１ 請願の処理の経過について 

（福祉事業所の整備・拡充を求める請願）（報告） 

― おばたグループホーム廃止に係る条例について（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 員 

 

  

健康福祉部長 健康福祉部次長 高齢・障がい福祉課長 

介護保険課長 

 

 

 

 
伊 勢 市 議 会 
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協議結果並びに経過 

教育民生委員会終了後、中村委員長協議会を開会し、当局から「請願の処理の経過につ

いて（福祉事業所の整備・拡充を求める請願）」の報告を受けましたが、その概要について

は次のとおりでした。 

 

 

開会 午前10時43分 

 

【請願の処理の経過について（福祉事業所の整備・拡充を求める請願）】 

◎中村豊治委員長 

それでは、ただいまから教育民生委員協議会を開会をいたします。 

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立をいたしております。 

本日、御協議願います案件は、「請願の処理の経過について（福祉事業所の整備・拡充

を求める請願）」、報告案件であります。 

これより会議に入ります。 

会議の進行につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ありがとうございます。 

御異議なしと認め、そのように取り計らいをさせていただきます。また、委員間の自由

討議につきましては、申し出がありましたら随時行いたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

それでは、請願の処理の経過について、福祉事業所の整備・拡充を求める請願の報告を

お願いいたします。 

健康福祉部長。 

 

●鈴木健康福祉部長 

本日は、お忙しいところ委員会に引き続きまして、協議会をお開きいただき、まことに

ありがとうございます。 

本日、御報告させていただく案件は、ただいま、委員長から御案内がありました請願の

処理の経過について、福祉事業所の整備拡充を求める請願でございます。 

詳細につきましては、担当課長のほうから御説明申し上げますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 

◎中村豊治委員長 

高齢・障がい福祉課長。 
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●中村高齢・障がい福祉課長 

先の９月市議会定例会におきまして採択をされました「平成26年請願第３号 福祉事業

所の整備・拡充を求める請願」の処理経過につきまして御報告を申し上げます。 

本請願は、早急に障害者就労支援施設と生活介護サービスを提供できる施設の設置を求

めるとともに、現事業所の定員増を求める請願でございます。 

請願を御審議いただく際に、重度障害のある方が、通所する生活介護と短期入所のサー

ビスを提供する施設整備の申し出が民間事業者からあり、施設整備計画について三重県へ

事前協議を行っている旨、御報告申し上げましたが、このことにつきまして12月９日付け

で県から予備選定結果が示され、平成27年度国庫補助協議対象施設の候補とする旨の連絡

がございました。 

今後三重県から国に申請された後、来年の夏には、国において選定結果が示される予定

でございます。 

選定されました場合には、平成27年度に施設整備を行い、平成28年度開設の運びとなる

予定でございます。 

今後も議会の意思を重く受けとめ可能な限り民間事業者へ施設整備等の補助制度の周

知など広く情報提供を行い、障害者支援施設への多様な事業者の参入を促進していきたい

と考えているところでございますので、御理解を賜りますようによろしくお願いいたしま

す。 

 

◎中村豊治委員長 

本件につきましては報告案件でありますが、特に御発言ありましたらお願いいたします。 

ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

御発言もないようでありますので、本件につきましてはこの程度で終わります。 

 

【おばたグループホーム廃止に係る条例について】 

◎中村豊治委員長 

次に、報告案件にはありませんが、当局、健康福祉部長から発言をしたいという申し出

がありましたので、委員長において許可をいたします。 

当局からの報告をお願いします。 

健康福祉部長。 

 

●鈴木健康福祉部長 

発言の許可をいただきましてありがとうございます。 

先ほど委員会で御決定をいただきました、おばたグループホーム廃止に係る条例につい

てでございます。 

この議案が本会議において可決いただきましたならば、当施設の今後の進め方につきま
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して改めて御協議を賜りたいと考えております。 

本件につきましては、８月26日開催の教育民生委員協議会におきまして、障害者のグル

ープホームへの転用を検討している旨、御報告を申し上げたところでございます。 

御承知のとおり、障害者施設については大変不足をしておりまして、関係者の皆様から

も整備について御要望いただいていることから、早急に転換の手続きを進めたいというふ

うに考えております。 

皆様におかれましては御多忙のところ大変恐縮に存じますが、17日開会の本会議終了後

に、教育民生委員協議会をお開きいただき、御報告を申し上げ御協議を賜りたいと考えて

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

また、本日のこの協議会終了後、委員の皆様には参考資料をお配りいたしますので、あ

わせてよろしくお願いをいたします。 

以上でございます。 

 

◎中村豊治委員長 

はい、ただいまの報告に対しまして、特に御発言がありましたらお願いいたします。 

ございますか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎中村豊治委員長 

はい、御発言もないようでありますので、本件につきましてはこの程度で終わります。 

以上で、協議願います案件は終わりましたので、これをもちまして教育民生委員協議会

を閉会をさせていただきます。 

 

 

閉会 午前10時49分 

 


